（様式２）

誓　約　書


「高石駅西地区まちづくり基本方針検討業務委託」に係る公募型プロポーザルに参加するにあたり、下記の事項について誓約します。誓約事項等に違反が判明した場合の弊社に対する処置等については、何ら弊社からの不服等は申出ることなく、貴市の指示に従います。


記

1 「高石駅西地区まちづくり基本方針検討業務委託公募型プロポーザル募集要項」（以下、「募集要項」とする。）を熟読し内容を十分理解し、これらを遵守します。
②　本プロポーザルの各種選考内容に関して全て同意し、結果について異議を申し立てしません。
③　提案書等の提出する書類一式に記載する事項は事実に相違ありません。
④　最優先交渉権者に選定されたときは、業務内容の調整に応じ、仕様書等の確定に協力し、確定した内容に基づく見積書の作成に速やかに対応します。
⑤　貴市と契約を締結した場合は、全責任をもって、業務を確実に遂行します。
⑥　受託後に、一方的な仕様変更の申出、ならびに一方的な解釈での納入等は一切行いません。
⑦　公募参加条件に該当しないことが明らかになったときに、提案参加資格の取り消しをされても何ら異議の申し立てをしません。
⑧　契約締結後であっても、事業者の役員等が贈賄等で逮捕される、情報漏洩が発生するなど、社会的影響が大きいと判断され契約を解除された場合において、何ら異議の申し立てを行いません。
⑨　本プロポーザル参加に伴う、提案書作成等の全ての費用を負担します。
⑩　以下の参加資格を満たします。
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないものであること。
(2) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(4) 国・都道府県・市町村から指名停止措置を受けていないこと。
(5) 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていないもの又は申立てをなされていないものであること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けたものについては、再生手続開始の申立てをしなかったもの又は申立てをなされなかったものとみなす。
(6) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件｣という。)に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。）第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていないもの又は更生手続開始の申立てをなされていないものであること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けたものについては、更生手続開始の申立てをしなかったもの又は更生手続開始の申立てをなされなかったものとみなす。
(7) 手形交換所による取引停止処分を受けてから、２年間を経過しているもの又は参加表明書の提出日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りしていないもの。
(8) 大阪府内に本店、支店又は営業所があること。
(9)　法人格を有するものであること。
(10) その他本業務の募集要項に示される参加資格要件を満たしていること。
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